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改　修　工  事  特  記  仕  様  書

Ⅰ . 工事名 亀山市林業総合センター復旧工事

Ⅱ . 工事概要
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工事場所 三重県亀山市加太板屋　地内

敷地面積 2192.81ｍ2

工事内容

棟名称

構造

建築面積

延床面積

工事項目

亀山市林業総合センター

木造　平屋建

875.09m2

823.70m2

建築工事

Ⅲ . 建築工事仕様

1．共通仕様

　　（以下「標仕｣という。）による。

２．特記仕様

　　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　　（２）特記事項は、　印の付いたものを適用する。

　　 　　  印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　　　印と※印の付いた場合は、ともに適用する。

　　（３）特記事項に記載の［  ． ．］内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　（４）特記事項に記載の（　． ．）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　（５）特記事項に記載の（別2-　．）は、標仕の｢別図2　ボルト間隔等及び溶接継手の開先形状｣の該当項目を示す。

　　（６）　　印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の特定調達品目を示す。

　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成25年版）」（以下｢改修標仕｣という。）により、また、改修標仕

　　に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成25年版）」

Ｇ□

工事実績情報の登録

適用基準等

・建築物解体工事共通仕様書（平成24年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・営繕工事写真撮影要領（平成24年版）同解説

　工事写真の撮り方　建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築工事標準詳細図　（平成22年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

  請負者は、受注時において工事請負代金額が、500万円の工事について

(財)日本建設情報総合センター工事実績情報サービ（以下「JACIC」）が運営する

工事実績情報サービス(CORINS)に、「CORINS入力システム」により当該工事に係る

データ登録を行わなければならない。

 データ登録は、受注時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の

確認を受けたうえ、契約締結後10日以内にJACICに対し登録申請を行い、JACICから

｢工事カルテ受領書｣が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出し

なければならない。

 なお、工事請負代金額が2500万円以上の工事の場合は、受注時に加えて、変更及び

完成時においても同様に「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、登録

内容の変更時にあっては、変更契約締結後10日以内に、完成時にあっては、工事完成

後10日以内にJACICに登録申請しなければならない。

 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるもの

とする。

 ただし、期間には土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日等

は含まない。

  請負者は、下請負に付する場合は、別に定める三重県建設工事執行規則施工に関し

必要な書類に様式を定める要綱に従い、部分下請通知書（第9号様式）を監督員に提出

しなければならない。

  請負者は、工事を施工するためのに締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が

２以上ある時は、それらの金額の総額)が4,500万円以上になるとき施工体制台帳を作成

し、工事現場に備えると共に、別に定める様式により、監督員に提出しなければならない。

  請負者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見

やすい場所と公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

また、請負者は、施工体系図を別に定める様式により監督員に提出しなければならない。

品質計画等 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

   ※風速　V ＝（　　　　）m/s　　（平12建告第1454号第2）

   ※地表面粗度区分　　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ

   ・積雪区分　平12建告第1455号　別表（　　）

［1.2.2］

［1.1.4］

0

電気保安技術者 ※　適用する

発生材の処理等 ・ 引渡しを要するもの(                                         )

・ 特別管理産業廃棄物（・廃石綿　・PCB含有物　・　　　　　　　 ）

・ 現場において再利用を図るもの(                               )

・ 再生資材の利用を図るもの

・ アスファルトコンクリート塊

・ セメントコンクリート塊

・ 建設発生木材

・ 引渡しを要するもの、再生資源の利用を図るものについては調書作成

し、監督員へ提出すること。

・ 引渡しを要しないもの、再生資源化を図るもの以外のものは、全て構外

に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な

利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他

関係法令よるほか、「建設副産物適正処理推進要綱｣に従い適切処理し、

監督員に報告すること。

(マニフェスト A、B2、D票を提示し、E票は、写しを提出すること。)

　・PCB含有シーリング材の処理

　　・第一次判定：現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

　　　　採取箇所数　　計（　　　）箇所

　　　　採取箇所　　　※図示　・ 

　　・第二次判定：専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

　　　　分析個数　　　計（　　　）箇所

　　・除去処理工事

　　　　除去範囲　　　※図示　・ 

化学物質を放散させる建築材料等

　　本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するも

　のとし、次の（1）から（5）を満たすものとする。

　　（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ

［1.4.1］

［1.3.3］

［1.3.8］

　　　　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上塗材及び壁紙は、ホルムアル

　　　　　デヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

環境への配慮

1

2

3

4

5

6

ホルムアルデヒド放散量 該当する材料

　　　規制対象外  ① JIS及びJASのF☆☆☆☆品

 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣

 　 認定品

 ③ 下記表示のあるJAS適合品

　ａ．接着剤等不使用

　ｂ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

 　 　放散しない材料使用

　ｄ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

 　 　放散しない塗料使用

　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを

 　 　放散しない塗料等使用

　ｆ．ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　第三種  ① JIS及びJASのF☆☆☆品

 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣

 　 認定品

材料の品質等7

　　（２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散

　　　　　が極めて少ないものとする。

　　（３）接着剤はフタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しな

　　　　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチル

　　　　　ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを放散させない

　　　　　か、放散が極めて少ないものとする。

　　（５）（１）、（３）及び（４）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　　　　　の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　また、設計図書に定める「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

　本工事に使用する材料は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS又

はJASのマーク表示のない材料及びその製造者等は、次の（1）～（6）の事項を満たすもの

とする。

　（1）品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　（2）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　（3）安定的な供給が可能であること

　（4）法令等で定める許可、認可、認定、免許等を取得していること

　（5）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　（6）販売、保守等の営業体制が整えられていること

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明

となる資料又は外部機関（（社）公共建築協会等）が発行する「建築材料・設備機材等品質性

能評価事業」の評価書等の写しを、監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あ

らかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等

品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。建築材料等8

 また、建設工事で得られた再生資源の活用はもちろんのこと、

他産業の廃棄物で得られた再生資源についても利用促進を図るものとし、

「みえ・グリーン購入基本指針」に基づく環境配慮を行うこと。

（同指針に基づき、木材を使用する場合において、原料として使用され

る原木は、県産間伐材、林地残材又は小径木等とするか、又はその伐採に

あたって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材と

すること。）

※ 本工事に使用する木材は、県産材、を利用するものとする。

施工数量調査9

10 化学物質の濃度測定

調査範囲及び調査方法　　※図示

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　※図示　・ 

※ 測定物質(○で示したものとする。)

［1.5.2］

［1.5.3］

［1.6.9］

用

適

施設用途
ホルム

アルデヒド
トルエン キシレン

ベンゼン

エチル
スチレン

パラジクロロ

ベンゼン

学校,教育施設

住宅

その他

※ 測定箇所( ※ 図示    ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※ 測定方法( ※ パッシブ法    ・ アクティブ法                   )

※ 試料は、内装工事完了から2週間以上の通風換気を行い、また、換気を

　 行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の試運転が終了して

　 から採取することとし、困難な場合は監督員と協議すること。

※ 報告書提出部数 2部

　 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。特別な材料の工法11

12 リサイクル認定

製品の利用

※ 本工事では三重県リサイクル製品利用推進条例に基づき性能、品質、

　 数量、価格等に考慮し、優先的に認定製品を使用すること。入手困難な

　 場合は監督員と協議すること。

※ 接着剤及び塗料の塗布にあたっては、使用方法及び塗布料を十分に施工中の安全13

安全管理 　 管理し、適切な乾燥時間をとるものとする。また、施工時、施工後の

　 通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外へ放出さ

　 せること。

※ 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された

　 建設機械を使用する。

騒音・振動の

防止

※ 排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型排出ガス対策

建設機械の使用 　 建設機械を使用する。

工事写真 ※

※

  工事写真の撮り方／建築、及び同／建築設備に従い撮影する。

  電子納品とし、次のものを提出する。

※ CD  部数は「19 電子納品」を参照

※ 全写真のサルネームを印刷したもの（A4版用紙） 1部

※ 代表的写真を抽出し、L版相当サイズ（A4版用紙に1ページあたり3枚）

   で印刷したもの 1部

16

15

14

［1.4.2］

  工事施工に際し既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕

上げ共、既存にならい補修すること。

  工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故発生報告書

（三重県公共工事共通仕様書第13号様式）を監督員に速やかに提出すること。

  また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事

故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

  受注者は、発注者が行う生コンクリートに関する調査に協力すること。

詳細は監督員と別途協議によるものとする。

※ 調査内容については、購入先、購入価格、資材の搬入と施工に条件に関すること等。

  本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を亀山市内に事業所

（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

  受注者は、亀山市のISO14001に基づく環境保全活動に協力するものとする。

詳細は監督員と別途協議するものとする。

  設計図書に定められた工法以外で所要の品質及び性能の確保が可能な工法

並びに環境の保全に有効な工法の提案がある場合は、監督職員と協議する。

  監督員より別途指示するものとする。

［1.8.1～3］［表1.8.1］※

※

  作成する ( ※ 完成図    ・ 保全に関する資料 )

  完成図作図範囲(配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等)

 なお、完成図の著作権にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。

 CADによる作成 ( ※ 要    ・ 不要 )

 ただし、作成できない場合は監督員との協議による。

 CADによる提出 ( ※ 要    ・ 不要 )

 ただし、提出できない場合は監督員との協議による。

※   デジタルカメラで撮影し、全てL版相当サイズで印刷する。（A4版用紙に1ページあたり3枚）完成写真

完成図等17

18

  アルバム 1部 （大きさ 335mm×290mm程度）

  箇所数は 外観4面 各室2面 程度とする。

規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。

※

※電子納品19   工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事

写真編）」等に基づき電子媒体も提出すること。

（提出部数    ※ 2部    ・  部）

※   工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成

図書編）」に基づき電子媒体も提出すること。

（提出部数    ※ 2部    ・  部）

施工範囲設備工事との

取合い

20

※ 図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

※ 図示した壁、天井の仕上材、下地材の切り込み及び補強

※ 駆動装置又は電動建具等による建具等の2次側配管配線及び操作スイッチ施工図

※ 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

※ 図示のベンチマーク (B.M) 　・既設渡り廊下　FL=-100　

   (現状地盤は B.M  mm)

※合板張り程度　・ 

※片面フラッシュ程度　・ 

種　別 下　地

防炎シート

※軽量鉄骨

・木下地

　単管下地

※木製扉

・鋼製扉

・A種

・B種

※C種

仮設扉

充填材 塗　装

※なし

・片面

※なし

・あり

仕上材（厚さ　mm）

厚さ　 mm・合板（※9.0　・　　　　）

※せっこうボード（※9.5　・　　　　）

２ 足場その他

内部足場　種別　　※きゃたつ、足場板等　・ 

　　　　　種別　　※A種　・B種　・C種　・D種

　　　　　防護シート　　※設置する　・設置しない

外部足場

材料、撤去材等の運搬方法　　・A種　※B種　・C種　・D種　・E種

既存部分の養生　　　※ビニルシート等　・ 

既存家具等の養生　　※ビニルシート等　・ 

固定家具等の移動　　※行わない　　　　・行う（図示）

仮設間仕切り等の種別仮設間仕切り

既存部分の養生

1

2

3 ［2.3.2］［表2.3.1］

［2.3.1］

［2.4.1］

・設けない

　・既存建物内の一部を使用する

　・構内に新設する（規模及び仕上げの程度は現場説明書による）

※設ける監督職員事務所4

構内既存の施設　　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）工事用電力

工事用水5

6

21

22

23

24

25

26

27

28 提出書類

工法の提案

協力

ISO14001への

市内企業優先使用

調査協力

事故報告

養生その他

設計GL

日

付 考

備

図
示

・Ｔ１ＢＩ

・乾式保護材 　

　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形し

　　　　　　　　オートクレーブ養生したもの。 

　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。 

（品質・性能） 

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

□Ｇ

の保護 

調査範囲　・図示　・防水改修範囲

調査方法　・図示　・ 

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

調査報告書　提出部数：・２部　・ 

※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)～(3)による。 ・ 生方法（とい共）

降雨等に対する養

施工数量調査

既存防水の処理

[1.5.2～3]

[3.1.3]

[3.2.3,4,6]

[3.2.6]既存防水層の

        下地補修

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　）　・行わない 

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　）　・行わない

露出防水層表面の仕上げ塗装除去

　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）　　　・行わない

P0S工法及びP0SI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去

とした立上り部等の補修及び処置

　※改修標準仕様書3.2.6(d)(3)(ⅶ)①～③による

[3.3.2～4,3.3.5]

屋根保護防水 　

  防水層の種別 

断熱材 絶縁用ｼｰﾄ種別 施工箇所工法
立上り部 

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 　

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 

  ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・ 

平場の保護コンクリートの厚さ

屋根露出防水 　

  防水層の種別 

脱気装置の種類及び設置数量 　

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱

材の張りじまい

位置　※図示　・ 

屋内防水 　

押え金物の材質及び形状

工法

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

種別 施工箇所工法 備考

・Ｐ２Ｅ ※Ｅ－２

・Ｅ－１・Ｐ１Ｅ 保護層　　・設ける

　　　　　・設けない

適用

断熱材
防水の

高日射

反射率
種別

仕上塗料

備考

・製造所

（材質）

※JIS A 9511によるA

種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温

種類 使用量

※D-2

・D-1

・D-4

・D-3

※C-2

・C-1

・C-4

・C-3

※DI-2

・DI-1

材の保温板2種1号又

は2号で透湿係数を除

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

　の指定

施工

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

改修用ﾄﾞﾚﾝ

・設ける 

・設けない 

箇所

く規定に適合するもの 

　による

・製造所

　の指定

　による

・製造所

　の指定

　による

・製造所

　の指定

　による

・製造所

　の指定

　による

・製造所

　の指定

　による

・Ｍ４ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｐ０ＤＩ

・ Ａ－１

※ Ａ－２

・ Ａ－３ 

・ Ｂ－１

※ Ｂ－２

・ Ｂ－３ 

・ ＡＩ－１

※ ＡＩ－２

・ ＡＩ－３ 

・ ＢＩ－１

※ ＢＩ－２

・ ＢＩ－３ 

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

厚さ

・ 

・乾式

・ｺﾝｸﾘｰﾄ

・れんが （材質）

※JIS A 9511によるA

種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

保温材の保温板3種b

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ 

  70g/㎡程度 

・ 

（ｽｷﾝあり） 

        ﾌｨﾙﾑ 

　　保護材 

　　　押え 

　　　押え 

0.15mm以上 

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ１ＢＩ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２Ａ

1

2

3

4

5

5

Ｇ

Ｇ

章

1

3

アスファルト防水

アスファルト防水



日

付 考

備

※X-2

・X-1

図示

図示

・M4SI 

・S3S

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

                の風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

・ 配管用鋼管 　・硬質ポリ塩化ビニル管　・ 

図示

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

改修箇所　※ 既存タイル張り面

          ・ 既存タイル撤去面（・ コンクリート面　・ モルタル面）

                             （既存タイル張り撤去面）

Ｇ

□
□

Ｇ□

種別工法 備考施工箇所

高日射反射率

防水の適用

               ・設けない  

保護層   ・設ける　・設けない 

保護層   ・設ける　・設けない 

改修用ドレン   ・設ける

脱気装置  ・設ける　・設けない 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

※ｶﾗｰ 

※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

・X-2

※X-1・P0X

・L4X

・P1Y

・P2Y ※Y-2

※Y-2

仕上塗料

脱気装置の種類及び設置数量　 　※主材料製造所の指定による　・ 

・バルコニー中継用 

・バルコニー用 

・ろく屋根用（・縦型　・横型） 

種別 施工箇所

  防水層の種別 

種別
断熱材工法

・M4AS

・P0AS

・M4ASI

（材質）

※JIS A 9511によるＡ

種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・M3AS

・M3ASI

・P0ASI

・AS-J2

・AS-T4

・ASI-T1

・AS-J4

・AS-T2

・AS-T1

・AS-T3

・AS-J3

・ASI-J1

の保温板2種1号又は2

号で透湿係数を除く

・ 

（厚さ）・25mm　・ 

施工箇所
備考

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

防湿層

  ・設ける 

  ・設けない 

高日射反射率

防水の適用

規定に適合するもの 

[3.4.2]

改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

  ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

脱気装置の種類及び設置数量 　

  ※改質アスファルトシート製造所の指定による　・ 

押え金物

  ※改質アスファルトシート製造所の仕様による

[3.5.2][表3.5.1、2]

種別 断熱材工法

（材質）

・S-F2

・S-F1

・SI-F2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・S-M3

・S-M1

・SI-M1

（厚さ）・25mm　・ 

箇所

・S-M2

・S-M2

・S-M3

・SI-F1

・SI-M2

塗料

※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

（材質）

※JIS A 9511によるA種硬質

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板2種

1号又は2号で透湿係数を除

く規定に適合するもの又はA

種押出し法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温

（厚さ）・25mm　・ 

※ｶﾗｰ 

・ｼﾙﾊﾞｰ 

備考

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

脱気装置 

  ・設ける 

  ・設けない 

高日射反射率

防水の適用

仕上施工

改修用ドレン 

  ・設ける 

  ・設けない 

・ 

・S4SI 

・S3SI 

・P0SI 

・P0S

・M4S

・S4S

※JIS A 9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁ

ﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の密度及び熱伝

導率の規格に適合するもの

・ 

  防水層の種別 

材の保温板

ルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.2による 

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・ 

脱気装置の種類及び設置数量 　※ルーフィングシート製造所の指定による　・ 

既存防水下地がPCコンクリート部材の場合の処理 　

  目地処理　・行う（工法　　　　　　　　　　　　　） 　

　        　・行わない

　入隅部の増張り　・行う（S-F1,SI-F1の場合) 

　        　　　　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 

    ・適用しない 

脱気装置  ・設ける　・設けない    

[3.6.2]

[3.7.2、8]

　・シーリング充填工法　 

　・シーリング再充填工法 　

　・拡幅シーリング再充填工法　 

　・ブリッジ工法 

　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない 　　　

　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない 

　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

といの材種

ルーフドレン

[3.8.2、3]

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 

　※規制対象外　・ 

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・ 

鋼管製といの防露巻き　  ※改修標準仕様書表3.8.5による　・ 

ルーフドレンの取付け

              ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 　

[3.9.2]

種類　・オープン形式（・250形　・300形　・350形　・100形） 　　

　    ・板材折曲げ形（本体幅：　　mm　板厚：※2.0mm　・　　mm） 

表面処理　種別（　　）種　皮膜等の種類

　　　　　　　（※標準仕様書表14.2.1による　 ・　　　　　　　　） 

          着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　・行わない

下地補修の工法　※図示　・ 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

笠木の固定金具の工法等 

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

                の風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

    ・適用しない 

調査範囲　・ 外壁改修範囲　・図示の範囲  [1.5.2、3]

可とう性エポキシ

            樹脂

パテ状エポキシ

          樹脂

エポキシ樹脂

        モルタル

ポリマーセメント

　　　　モルタル

ポリマーセメント

　　　　スラリー

既製調合モルタル

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

 [4.2.2]

 [4.2.2]

 [4.2.2]

 [4.2.2]

 [4.2.2]

・ 樹脂注入工法

　[4.2.2][4.3.4～6]

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う 　　

　　　　　　　　・行わない

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

　  ポリマーセメントモルタルの充填　・行う 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

  ・可とう性エポキシ樹脂 

※ 充填工法  [4.2.2][4.3.7]

・ 樹脂注入工法

130

[4.4.2][4.4.5～7]

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う 　　

　　　　　　　　・行わない

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

・ Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

　  ポリマーセメントモルタルの充填　・行う 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

  ・可とう性エポキシ樹脂 

・充填工法 　

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル 

・モルタル塗替え工法 　

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　） 　

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・ 

[4.4.2][4.4.8、9]

 [4.2.2][4.4.10～15]

充填量

※ 25

※ 25

※ 25

(ml/箇所)

注入量

(ml/箇所)

※ 25

※ 50

・充填工法

・モルタル塗替え工法

※ 50

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

充填工法  　

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

モルタル塗替え工法 

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　）

  仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・ 

・ 樹脂注入工法 

 [4.2.2][4.5.5、6]

・ 100～200

・ 150～250

・ 50～100

・ 200～300

工法の種類

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う 

　　　　　　　　・行わない

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　抜取り部の補修方法　・図示　・ 

　・シーリング材 　　

　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　　

　　ポリマーセメントモルタルの充填　・行う 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　・可とう性エポキシ樹脂 

130

・130

・130

・ 70

・ 40

11

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

既存モルタル塗り

の撤去

・行う（※ 全面　・ 図示の範囲）

3

4

1

2

（モルタルを撤去しない場合）

既存タイル張り

          の撤去

・ 外壁タイル張り全面　・ 図示の範囲

   撤去範囲　※ 下地モルタルまで　・ 張付けモルタルまで　・ タイルのみ

Ｇ

Ｇ

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

改質アスファルト

シート防水

合成高分子系

ルーフィング

シート防水

塗膜防水

シーリング

シーリング改修工法の種類　　

シーリング材の種類、施工箇所

とい

アルミニウム製

笠木

3 4

施工数量調査

調査内容

タイル張り仕上げの場合

ひび割れ（幅0.2～0.3mm未満、0.3～0.5mm未満、0.5～1.0mm未満、1.0mm以上）

の幅及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を

調査する。

コンクリート打放し仕上げ、モルタル塗り仕上げの場合

ひび割れ（幅0.1～0.2mm未満、0.2～0.3mm未満、0.3～0.5mm未満、0.5～1.0mm

未満、1.0mm以上）の幅及び長さ、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び

錆汁の流出の有無を調査する。

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部

を調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

 [4.2.2]

4-1 ひび割れ部改修

          工法

注入口間隔(mm)

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

ひび割れ幅(mm)

注入工法

※ 自動式低圧エポキシ

樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

注入工法

注入量（ml/m）

70

40

130

工法の種類

・ シール工法

・ パテ状エポキシ樹脂

・ 可とう性エポキシ樹脂

・ エポキシ樹脂モルタル

・ ポリマーセメントモルタル

欠損部改修工法

4-3

4-2

モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形

状寸法等を調査する。

コンクリート表面のはがれ及びはく落部を調査する。

ひび割れ部改修

          工法
注入口間隔(mm)

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

ひび割れ幅(mm)

注入工法

※ 自動式低圧エポキシ

樹脂注入工法

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

注入工法

注入量（ml/m）

70

40

130

工法の種類

・ シール工法

・ パテ状エポキシ樹脂

・ 可とう性エポキシ樹脂

欠損部改修工法

※ 25

※ 20

(本/㎡)

指定部

※ 16

※ 16

※ 16

※ 20

工法の種類

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

 ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

 ポリマーセメントスラリー注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

 エポキシ樹脂注入工法

※ 13

※ 9

※ 9

※ 9

一般部

※ 16

※ 13

※ 20※ 12

※ 9

※ 9

※ 16

※ 16

(箇所/㎡)

一般部

※ 12

指定部

※ 20

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 注入口の箇所数
浮き部改修工法

アンカーピン

注入口付アンカーピン

ひび割れ部改修

          工法

注入口間隔(mm)

・ 手動式エポキシ樹脂

・ 機械式エポキシ樹脂

※ 自動式低圧エポキシ

注入工法

樹脂注入工法

注入工法

0.2以上～0.3 未満

0.3以上～0.5 未満

0.5以上～1.0 以下

0.2以上～1.0 以下

ひび割れ幅(mm)

・ Ｕカットシール材充てん工法

0.2以上～1.0 以下

0.5以上～1.0 以下

0.2以上～1.0 以下

0.5以上～1.0 以下



日

付 考

備

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

・タイル張替え工法

・タイル部分張替え工法

　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　・JIS A 5557による一液反応硬化形ウレタン樹脂系 

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 

（品質）

　工事建築材料等品質性能表による

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

・錠前類 【レバーハンドル】

（性能）

　工事建築材料等品質性能表による

・クローザ類

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験）

　工事建築材料等品質性能表による

※30MPa程度以上

(既存塗膜の除去範囲は処理面積の30%

(既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化

  4-2による

　　　　　　　　　　　 　　部とする）

4-1～

                             とする）

加圧力

　[5.2.3]

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  ・ 適用する　断熱性の等級（　　  ）

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

樹脂製建具

防火戸

改修工法

マスチック塗材塗り

下地調整塗材

所要量の確認

タイルの形状、

　　　　　寸法等

　　接着剤の種類 　

　　・ポリマーセメントモルタル 　

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

　　接着剤の種類 　

　　・ポリマーセメントモルタル 　

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ・行わない

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り 

　タイル張りの工法 　　

　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り 　

　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り 　 

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り 　

　シーリング材の種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・ 

充填量

※ 25

※ 25

※ 25

(ml/箇所)

注入量

(ml/箇所)

※ 25

※ 50

※ 50

※　 25・注入口付アンカーピンニング

　エポキシ樹脂注入タイル固定工法

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

・ タイル部分張替え工法

　接着剤の種類 　

　・ポリマーセメントモルタル 　

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

・ タイル張替え工法

　接着剤の種類 　

　・ポリマーセメントモルタル 　

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 　

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 　　

　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う　　・行わない

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り 

　タイル張りの工法 　　

　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り 　

　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り 　 

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り 　

　シーリング材の種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・ 

無有 無有

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

 [4.2.2][4.5.7、8]

[4.2.2][4.5.9～15]

 ［4.2.2]

[4.5.16]

・ 

※ 図示

・ 

※ 図示

・ 

※ 図示

・ 

 ・ 高圧水洗工法

※ 図示

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

  ※規制対象外　・ 

新規仕上塗材の種類 

　　　　　塗材

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

材料

防火

  ・適用する　・適用しない

・ 外装厚塗材Ｅ

・ 外装厚塗材Ｓｉ

・吹放し　・凸部処理　・平たん状 

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし  　

上塗材　　・適用する　・適用しない 

・ 外装厚塗材Ｃ・厚付け仕上

・ 京壁状じゅらく 

・ 砂壁状じゅらく 

・ ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）

・ 着色骨材砂壁状（・吹付け・こて塗り） 

仕上げの形状及び工法等

・ 平たん状

・ 凹凸状（・吹付け・こて塗り）

増塗材　

種別　・Ａ種　・Ｂ種

[4.6.6]

[4.6.5]

[4.6.4]

[4.6.3]

 ［4.6.2]［表4.6.1]

[5.1.4]

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 樹脂製建具 ー ・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

・ 建具表による　・ 

新規に建具を設ける場合 

　壁部分の開口の開け方　※図示　・ 　

  新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・ 

・適用する　適用箇所（・建具表による　・　　　　） 

・適用しない 

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　・行わない

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　

　　　　　　　　　・行わない

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

・適用しない 

　[5.2.2、4、5][表 5.2.2]

　[5.3.2～5]

　[5.2.2][5.4.2～4][表 5.4.2]

 [5.2.2][5.5.2～4]

性能等級

  外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

                               （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　・適用しない 

                               （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　・適用しない 

                               （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　・適用しない 

表面処理 

  外部に面する建具　・B-1種　・B-2種  ・ 　

              皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　） 

              着色（・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー） 

  屋内の建具　　　　・C-1種　・C-2種　・ 

              皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　） 

              着色（・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー）

結露水の処理方法　・図示　・ 

水切り板、ぜん板　・図示　・ 

網戸等

・ 

網目寸法15mm1.5mmステンレス(SUS304)線材

・ステンレス(SUS316)製 

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・防鳥網

・防虫網 ※合成樹脂製 ※0.25mm以上

・ 

線径

※16～18メッシュ 

種類 材種 網目

性能等級

  外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　)

　防音ドアセット,防音サッシ　　 ・ 適用する　遮音性の等級（・Ｔ-1 ・Ｔ-2）

                                （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　 　・適用しない 

　断熱ドアセット,断熱サッシ　   ・ 適用する　断熱性の等級

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （・Ｈ-4　・Ｈ-5　・　　）

                                （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　 　　　・適用しない 

枠の見込み寸法　・建具表による　・ 

表面色　※標準色　・特注色 

水切り板、ぜん板　　※図示　・  

性能等級

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　） 

　防音ドアセット,防音サッシ　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　）

         　　　　　　　　　　　  ・適用しない 

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                  （建具符号：・建具表による　・　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板

性能等級

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

　防音ドアセット,防音サッシ　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

　耐震ドアセット　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板　※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　 ・カラー鋼板 

性能等級

  簡易気密型　・適用する

  　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 

        　　  ・適用しない 

  外部に面する建具の耐風圧性・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　 ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　 　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

　防音ドアセット,防音サッシ　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

　耐震ドアセット　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　）

                                  （建具符号：・建具表による　・　　　）

         　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板（屋外）　※SUS304、SUS430J1L、SUS443J1、　・ 

鋼板（屋内）　※SUS304、SUS430J1L、SUS443J1、SUS430　・ 

表面仕上げ　※ＨＬ仕上げ　・鏡面仕上げ　・ 

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ 

金物の種類・見え掛り部の材質等　※改修標準仕様書表5.7.1による　・　

樹脂製建具に使用する丁番　※改修標準仕様書表5.7.3による　・ 

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置　・建具表による　・ 

鍵

マスターキー　・製作する　・製作しない 　・既存のマスターキーに合わせる 

その他の鍵　　※各室３本１組　　・ 

鍵箱　　　　　※無　・有 

による

様書表5.8.2

による

※改修標準仕

様書表5.8.1

・多機能トイレスイッチ 

・ペダルスイッチ 

・押しボタンスイッチ

・タッチスイッチ 

・電波スイッチ 

・光電スイッチ 

・音波スイッチ 

・熱線スイッチ 

・光線（反射）スイッチ 

・マットスイッチ 

センサーの種類

・行わない 

防錆

・適用しない 

・適用する 

・図示

・SWD-2 

・SWD-1 

・DSLD-2 

・DSLD-1 

（適用箇所は 

・行う 

※改修標準仕

・SSLD-2 

凍結防止

・SSLD-1 

性能自動ドア

　　　　　　　　　　　耐風圧強度

開閉機能による種類　※ 上部電動式（手動併用） ・ 上部手動式　

一般重量シャッターのシャッターケース　　・ 設ける　・ 設けない　　

スラット及びシャッターケース用鋼板

  鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

                  ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 　

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・ 

開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用） 

耐風圧強度（　　）N/㎡ 

スラットの材質 

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 

     めっき付着量（※Z06又はF06　・　　　　　） 　

  ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板） 

     めっき付着量（※AZ90　・　　　　　） 

スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形 

[5.11.2～4]

　[5.10.2、3]

　[5.9.3]

　[5.8.2、3

[5.7.4] 

 [5.7.2、3]

 [5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～4]

          5.4.2による        （溶融亜鉛めっき鋼板）

　アルミニウム合金めっき鋼板）

・標準仕様書表

・JIS G 3317（溶融亜鉛-5％

厚さ

・JIS G 3302

めっき付着量材料

　建具表による） 

　防音ドアセット,防音サッシ　　・ 適用する　遮音性の等級（　  　）

　耐震ドアセット　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　   ）

耐風圧強度 (           ) N/m

耐風圧強度 (           ) N/m

シャッターの種類

・ 一般重量シャッター

・ 外壁用防火シャッター

・ 屋内用防煙シャッター

・ 屋内用防火シャッター

2

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

8

7

6

5

（タイルを撤去しない場合）

10

9

11

12

13

14

15

Ｇ

4-3 4-4

5

アルミニウム

　　　　　製建具

鋼製建具

鋼製軽量建具

防犯建物部品

見本の製作等

仕上げ塗材仕上げ

及び下地処理

既存塗膜等の除去

欠損部改修工法

浮き部改修工法

目地改修工法

・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

※ 25

※ 20

(本/㎡)

指定部

※ 16

※ 16

※ 16

※ 20

工法の種類

※ 13

※ 9

※ 9

※ 9

一般部

※ 16

※ 13

※ 20※ 12

※ 9

※ 9

※ 16

※ 16

(箇所/㎡)

一般部

※ 12

指定部

※ 20

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 注入口の箇所数

 ポリマーセメントスラリー注入工法

・注入口付アンカーピンニング全面

 エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング全面

 エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング部分

 ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

 エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面

 エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング部分

アンカーピン

注入口付アンカーピン

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 伸縮調整目地改修工法

主な用途に 形状

(mm)

うわ

役物

適用

再生色

備考

吸水率に 耐凍

施工箇所

よる区分 寸法

ぐすり

材の

よる区分 害性

標
　
準

施
ゆ
う

無
ゆ
う

特
　
注

Ⅰ
　
類

Ⅱ
　
類

Ⅲ
　
類

・ 水洗い工法

下地面の補修

・ 塗膜はく離剤工法

工　法

・ サンダー工法

処理範囲

※ 下地調整塗材

・ ポリマーセメントモルタル

・ 防水形仕上げ塗材主材

　　　　　　　　　 Ｓｉ

　　　　　塗材

・ さざ波状

上塗材

樹脂　※ アクリル系

溶媒　※ 水系　・ 溶剤系

・ ゆず肌状　・ 凸部処理　・ 凹凸模様

外観　※ つやあり　・ つやなし

・ 砂壁状　　

・ 平たん状

・ さざ波状

・ ゆず肌状

・ メタリック

呼び名

・ 外装薄塗材Ｅ

・ 外装薄塗材Ｓｉ

・ 複層塗材ＣＥ

・ 複層塗材ＲＥ

・ 複層塗材Ｅ

・ 複層塗材Ｓｉ

・ 外装薄塗材Ｓ

種　　類

・複層仕上塗材

・薄付け仕上

・ 防水形複層塗材Ｅ

・ 防水形複層塗材ＲＥ

  用仕上塗材

・可とう系改修

・ 防水形複層塗材ＣＥ

・ 防水形複層塗材ＲＳ

・ 可とう形複層塗材ＣＥ

・ 可とう形外装薄塗材Ｅ

・ 防水形外装薄塗材Ｅ

・ 可とう形外装薄塗材

・ 可とう系改修塗材Ｅ

・ 可とう系改修塗材ＲＥ

・ 可とう系改修塗材ＣＥ

 [5.1.3]

 [5.1.5]

 [5.1.7]

           製建具

           製建具

     建具

・ 内部

・ 外部・ 鋼製

・ アルミニウム

・ 鋼製軽量建具

・ ステンレス

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

                  ・納まり等がわかる程度のもの

ステンレス

　　　　製建具

建具用金物

自動ドア開閉装置

自閉式上吊り

　　　　引戸装置

重量シャッター

軽量シャッター



日

付 考

備

　・ 第三種

及び積雪荷重に対応した工法 　

              の風圧力及び積雪荷重に対応した工法） 

　　・100

寸法(mm)

材面の

品質

板の厚

化粧薄

（mm)

　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ

(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

　　　　　　 床ﾀｲﾙ)

接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。

              　　・75

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

の適用

                            ・ 機械的除去工法　・ 目荒し工法

施工箇所 等級樹種 含水率形状

  発泡層の ・無地※FS

・無地

※ 2.0

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄 

・柄物

・帯電防止 

・防滑性 

・耐動荷重性 

・耐薬品性 

　 ないもの

施工箇所

施工箇所

・ 無地

・ ＦＯＡ

・ ＫＴ

寸法 備考

・ 2.5

・ 3.0

・ 2.0

・ 3.0

・ 

特殊機能

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・ 無地

・ 柄物

品種

日射

耐久性
遮へい性

ガラスブロック

造作用集成材

製材

　　　　　仕上げ

木下地等の表面

下地補修

既存壁の撤去及び

下地補修

既存床の撤去及び

造作用単板積層材

床張り用合板等

防腐・防蟻処理

セクション材料 耐風圧

による区分 

ガイドレール 

※スチールタイプ 

区分(Pa)

※溶融亜鉛 

・アルミニウムタイプ ・100 

・ファイバーグラス 

※バランス式 

・電動式 

開閉方式 収納形式

による区分 

・スタンダード形 

・ローヘッド形 

・ハイリフト形 

・バーチカル形 

・125 

による区分 の材質 

・ステンレス 

　めっき鋼板 ・チェーン式 

・75 

・50         鋼板               タイプ 

・合わせガラス

品種

・フロート合わせ

構成種類

・熱線吸収、フロート板合わせガラス 

・網入磨き合わせ

・Ⅰ類

・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 

・フロート板合わせガラス 

性能

・網入磨き、フロート板合わせガラス 

・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス ・Ⅲ類 

　　　　　　　ガラス

　　　　　　　ガラス

・フロートガラス

・熱線吸収強化ガラス 

・型板ガラス

・Ⅰ類　・Ⅲ類・フロート強化ガラス 

・型板強化ガラス

色調性能品種

種類材料板ガラスによる種類 性能

・１種　・２種 ・ブルー　・グレー　・ブロンズ・熱線吸収フロート板ガラス

・熱線吸収網入磨き板ガラス

・熱線吸収板ガラス

・強化ガラス

・複層ガラス

品種

・断熱複層ガラス

・日射熱遮へい複層ガラス

・１種

・２種

・３種

・４種

・５種 E5 

E4

・U-3-1　・U-3-2 

U2 

U1 

日射熱遮へい性断熱性

・熱線反射ガラス

A種・１種

・２種

・３種 B種

・A種　・B種

  色調（・ブロンズ　・シルバー） 

・高性能熱線反射ガラス 　　

  色調（・ブルー　・グレー） 

・熱線反射ガラス 　　

反射被膜面　・内面　・外面 

映像調整　　・行わない　・行う  

・倍強度ガラス

材料板ガラスによる種類の名称

・フロート倍強度ガラス

・熱線吸収倍強度ガラス

              -

・ブルー　・グレー　・ブロンズ

色調

ガラスの留め材及び溝の大きさ

建具の種類

アルミニウム製

ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)

・シーリング材 

・ガスケット 　

・グレイジングチャンネル形 

※改修標準仕様書表

　　　　　　　5.13.1による 

・図示 

・ 

鋼製及び鋼製軽量 ・シーリング材 

ステンレス製

・ 　

・シーリング材 

・ 　

・図示  ・ 

・図示  ・ 

※改修標準仕様書表

　　　　　　　5.13.1による 

　　　　　　　5.13.1による 

※改修標準仕様書表

　[5.13.5]

ｸﾘｱ 平積み

※8～15 

・ 

乳白

色調  表面

  形状
呼び寸法 厚さ

目地幅(mm)

曲面積み

 伸縮調整 

 目地(mm) 

防火

※無し

・有り 

外側

・  

内側

・  

・15～25

※6m以下

  10～25 

・図示  

・ 

・正方形

・長方形

80

・95 

・125 

95

80

95

・95 

・125 

性能

※15以下 

※6以上 

  ごとに

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　　）

　                    ・設けない 

力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS304)　・ 　　　

      寸法　※径5.5mm　・ 　　　

      形状　※はしご形状複筋及び単筋　・ 

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　） 

金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　・アルミニウム製 

　　　　　　　　　寸法　・図示　・ 　

　　　　　　　　  形状　・図示　・ 

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 　

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

                の風圧力に対応した工法） 

品質　JIS A 5759による

・日射調整フィルム

・ガラス飛散防止フィルム　　 ＧＳ ※ 内張り　・外張り 飛散防止率Ｄ１

性能値張り面種類名称

[5.12.2、3]

[3.7][5.13.2～4][表5.13.1]

[6.3.2]

[6.5.1]

[6.5.2]

[6.5.2]

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

※ 既存のまま　・ 図示

・ 下地モルタルとも（・ 図示の範囲　・除去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法　

コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び

エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。

  ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

 （塗り厚25mmを超える場合の補修　・行う　・行わない） 

  ・図示 

表面仕上げの種別

 ・Ａ種

 ・Ｃ種

 ※Ｂ種

 ・Ｄ種

適用箇所

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

施工箇所 等級
の適用

樹種 含水率形状
(mm)

 寸法 間伐材等

施工箇所 等級
間伐材等

樹種 含水率形状
(mm)

 寸法

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

の適用

間伐材等 寸法

(mm)

 寸法

(mm)
樹種施工箇所

の品質

材面
 防虫処理  難燃処理 含水率

の適用

間伐材等

（※A種 ・B種） 

 　　　場合 

　しない

・適用

 造作材の 　　する 　　する

・適用・適用（　　　　） 

　しない

・適用

・B種

※A種

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　）

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

[6.5.2]

[6.5.2]

[6.5.3] [6.8.2] [6.9.3] [6.11.4,5]

[6.5.5]

[6.6.2～4]

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外

・普通合板

・構造用合板

・パーティクルボード

・構造用パネル

ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外  ・    

・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材 　　

　　　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

　　保存処理性能区分                適用部位

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

                          処理の方法     適用部位

・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐、防蟻処理 　　

　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　） 

野縁等の種類

　屋外（※ 25 形　・ 19 形）　屋内（※ 19 形　・ 25 形）

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍

    ・適用しない 

      野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・ 

      周辺部の端からの間隔　・図示　・ 

      野縁の間隔　・図示　・  

　既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない 

　あと施工アンカーの引抜き試験　・行う（屋外の場合の方法：　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　　　　　　　・行わない 

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法　　※図示　　・ 

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の場合の補強方法 

・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法　　※図示

・天井下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強箇所　※図示　・ 　

　補強方法　※図示　・ 

ビニル床シート

ビニル床タイル

[6.7.3] [表6.7.1]

[6.8.2,3]

[6.8.2]

[6.8.2]

[6.8.2]

[6.9.3～4] [表6.9.1]

・300×300 

・450×450 

・300×300 

・450×450 

・500×500

スタッド、ランナーの種類　

　※改修標準仕様書6.7.3によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

 　　　　　　 又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10^7～1×10^10Ω程度

 　　　　　　 又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10^7～1×10^10Ω程度

材質　　　・軟質　　・硬質 

高さ(mm)  ※60

厚さ(mm)　※1.5以上　・ 

色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

ゴム床タイル　

ビニル幅木

帯電性

・適用する 

（性能：

織り方

・ｳｨﾙﾄﾝ ｶｰﾍﾟｯﾄ 

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽ

・無地 

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰ ・ 　　 　　　　）

・適用しない 

※人体帯電圧3kv以下         ｶｰﾍﾟｯﾄ

         ｶ-ﾍﾟｯﾄ

下敷き材(グリッパー工法の場合)　

 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm 　・ 

・ニードルパンチカーペット 

  厚さ（mm）（　　） 

  帯電性　  ・適用する（性能：※人体帯電圧3kv 以下　・       　） 　　　　

　          ・適用しない 

  備考（　　　　　　） 

帯電性

・適用する 

（性能：

ﾊﾟｲﾙ長さ(mm)

・5～7　・ 

・4～6　・ 

・4　　 ・  ・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ 　　 　　　　）

・適用しない 

※人体帯電圧3kv以下

種別

※ 6.5

施工箇所

※ 500×500

・ 第二種

・ 第一種

・ 第二種

・ 第一種

※ 500×500 ※ 6.5

タイルカーペットの敷き方　　平　　場　※市松敷き　・模様流し　・　　  　　

　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・ 

見切り、押え金物　・適用する（材質、形状等　※図示　・　　　　　）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

見付け材面の品質樹種

※１等　　

(mm)

寸法

※１等　　

※１等　　

施工箇所
の適用

間伐材等

施工箇所
見付け材面

※１等　　

(mm)

寸法

の樹種

芯材

の樹種

化粧薄板

の厚さ(mm)

化粧薄板

※１等　　

※１等　　

 の品質 の適用

間伐材等

施工箇所 見付け材面の品質
樹種 (mm)

寸法
含水率

箇所 (mm)

寸法

施工箇所

の

芯材

樹種

板の

の樹種

化粧薄板

の樹種

芯材

(mm)

寸法

の厚さ(mm)

化粧薄板

の適用

間伐

含水率

含水率 材等

の適用

間伐

材等

施工 化粧薄

樹種

箇所

材面の

(mm)

寸法

の

芯材

樹種

板の

施工 化粧薄 見付け

品質樹種

板の厚

化粧薄

（mm)

の適用

間伐材等

の適用

間伐材等

施工箇所 表面の化粧加工

・有り

(mm)

厚さ
防虫処理

・無し（等級：　　　　　　）

（加工　・天然木加工・塗装加工）

の適用

間伐

材等

・　　　・適用する

・適用

    しない

表面の化粧加工

・無し（　　 　　　）

・有り

防虫処理 含水率

         ・塗装加工)

施工箇所

(加工・天然木加工

の適用

間伐

材等
(mm)

厚さ

・適用する ※14%以下 ・　　　

・適用

    しない

施工

・　　　

(mm)

厚さ

防虫処理

※1類

表板

の

接着

※2等以上

※C-D以上

施工箇所

・　　　

(mm)

厚さ 防虫

※１類

表板の

の程度

接着

※C-D以上※12

強度

※5.5

・2類

・特類

※2級以上

・1級

の

等級

板面の品質

の品質

広葉樹

針葉樹

・適用

・適用

・適用 ・適用

  しない

(      )

難燃処理 防炎処理

の適用

間伐

材等

の適用

間伐

材等

樹種名 処理 等級

板面

・適用  しない

・適用

    する

  しない

・1等

箇所 樹種名 程度

・適用

・適用

    する

  しない

・適用

・適用

    する

  しない

    する     する

施工箇所

(mm)

厚さ

※P又はM※13タイプ

難燃性接着剤曲げ強さ

※15

による区分 による区分 による区分

状態に

よる区分

表裏面の

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

施工箇所 等級
厚さ

(mm)

軽量鉄骨壁下地

スタッドの高さが5mを超える場合　※図示　・ 

   発泡層の

JIS 記号種類 色柄 厚さ(mm)特殊機能

   あるもの

備考

・ＦＴ

JIS記号 色柄 厚さ(mm)

※ 2.0

・ 無地

・ 柄物

・ 柄物

接着剤

軽量鉄骨天井下地

工法　　※ 熱溶接工法　・ 突付け（施工箇所：　　　　　　　　　）

・ 織じゅうたん

カーペット敷き

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

・ タフテッドカーペット

・タイルカーペット

パイル形状 総厚さ(mm)

※ 500×500※ ループパイル

・ カットパイル

・ カット・ループ

　　　　　　　併用

・ 第二種

※ 第一種 ※ 6.5
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19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

16

15

14

13

12

11

6

5 オーバーヘッド

            ドア

ガラス

ガラス用フィルム

改修範囲  [6.1.3]

 [6.2.2]

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

ビニル床シート等の除去　　　※ 仕上げ材のみ（接着剤とも）

改修後の床の清掃範囲　　　

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

種別 パイル形状

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

色柄等 備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 

・柄物 

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ (標準品) 

        併用 

パイル形状

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

工法 備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ※全面接着工法 

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 工法  

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 ・ 

備考



日

付 考

備

1

2

3

4

5

6

既存部分の処理等

適用範囲

＜共通事項＞ ・ 改修標準仕様書　第８章　耐震改修工事

・ 改修標準仕様書における第８章耐震改修工事以外の改修工事で第８章を引用

   している部分

工事内容

・ 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事

・ 鉄骨ブレースの設置工事

・ 柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き付き工法）

・ 柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付き工法）

・ 柱補強工事（連続繊維補強工事）

・ 耐震スリット新設工事

・ 免震改修工事

・ 制振改修工事

既存構造体の撤去　[8.19.2][8.20.2][8.21.2]

撤去範囲

　・ 図示による（　　　　　　　　）　　　　・　

はつり出した鉄筋及び鉄骨の処置

　・ 図示による（　　　　　　　　）　　　　・　

既存コンクリートの目荒らしの程度　[8.19.3][8.20.3][8.21.3]

・ 既存柱、梁面　　　　　・ 打継ぎ面の15～30%程度　　　・　

・ 既存壁　　　　　　　　・ 打継ぎ面の10～15%程度　　　・　

既存コンクリートの目荒らしの範囲　[8.19.3][8.20.3][8.21.3]

・ 　

・ 平均深さ2～5mm（最大7mm）程度の凹凸を全体にわたってつける　

備考呼び径(mm)種類の記号

・ SD295A

・ SD345

継手方法等

呼び径(mm)

[8.19.2～8.19.3][8.20.2～8.20.3][8.21.2～8.21.3]

 (T)

 (W)

（※ 9     　・ 12 ・　　）

（※ 12   　　・ 15  ・ 19  ・ 　）

　無

　　　　　  化粧有（トラバーチン模様）

第三種

板長さ300以上 

板長さ300以上 

か、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

・防水剤 

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

・既製調合モルタル

  モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

  細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

・既製調合目地材

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

22

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

Ｇ□

            （・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装） 

 IB 

 HB  

 MDF

GB-D 

GB-R 

1.0FK 

GB-D 

GB-L 

GB-F 

GB-S 

GB-NC 

GW-B 

RW-B 

 DR 

0.8FK 

 NF 

 HF 

 NW 

 MW 

 HW 

9.5（準不燃）

           （ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

・ 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・防虫処理　 ・難燃処理

厚さ(mm)（　　　） 

表面性能（　　　　    　）タイプ 

化粧加工の方法・ 特殊加工化粧合板

・防虫処理 　・難燃処理

厚さ(mm)（　　　） 

樹種名（　　　　　　　　　） ・ 天然木化粧合板

 A級（ ・ 天井仕上　 ・ 内装仕上　 ・ 　　）

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・　研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・ 10（難燃）・ 12（難燃）・  

・ 単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ 

・ 塗装 パーティクルボード

・ 化粧

・ ポリエステル樹脂化粧板

・防虫処理 　・難燃処理

厚さ(mm)（　　　） 

板面の品質（　　　） 

（※しな程度 ・　 　　　　） 

  不透明塗料塗り 

（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　 　　） 

　生地、透明塗料塗り 

表面の材種 

・ 25(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　　・ 

・ 25　　・ 

・ 中質木毛セメント板

・ 15 (不燃)

・ フラットタイプ

・ 凹凸タイプ

 ・内装用　　　・外装用 

・ 12.5 （不燃）　・ 15 （不燃）

模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り

JIS K 6903 による　（※ 1.2　　・　　　）

・ 2.5　・ 3.5　・ 5　・ 7 

・ ハードボード（化粧）

無有 無有

無有 無有

塗装

仕上げの種類

　弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系

※平滑仕上げ　 

・防滑仕上げ

施工箇所 工法

・厚膜型塗床材 

・薄膜流し展べ

・厚膜流し展べ　ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 

・平滑仕上げ 

・防滑仕上げ 

・厚膜型塗床材 

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 

・薄膜型塗床材 

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床 

 （JIS K 5970） 

工程 

  塗布量（kg/㎡）  

  ・ 

　表面仕上げ       

　・平滑　 ・防滑 

　溶剤          　 

　・水性色 ・溶剤系

　仕上げ色         

　・標準色 ・ 

　　　　　　　塗床 ・つや消し仕上げ 

　　　　　　工法 

　　　　　　工法 

　　　　　 ・無溶剤系 

  単層フローリング

種類

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・釘留め工法 ※なら

樹種
厚さ

・無塗装品

仕上塗装

・塗装品

間伐材等

の適用
工法

・ ﾓｻﾞｲｸ

大きさ

・釘留め工法

・接着工法

(mm)

・接着工法

・モルタル

接着工法

※なら

・ ・無塗装品

・塗装品

※なら

・ ・無塗装品

・塗装品

・ 

・無塗装品

・塗装品・ ・ 

15 板幅75 

板長さ500以上   (根太張り）

  (直張り）

  埋込工法

※なら

※なら

板幅75 

板幅75 

・12以上

・ 

・12以上

・ 

15

※15

・ 

303\U+00D7303

※303\U+00D7303

・ 

　　ﾎﾞｰﾄﾞ

　　ﾌﾞﾛｯｸ

　　ﾊﾟｰｹｯﾄ

天然木化粧複合フローリング

種類

・ 

※なら

樹種

・無塗装

仕上げ

・塗装品

工法 防湿処理種別

・A種

・B種

※C種

・適用・複合1種

・複合2種

・複合3種

・釘留め工法

  (根太張り）

・接着工法

・適用

  しない

※なら

・ 

・釘留め工法

  (直張り）

厚さ/大

きさ（mm）

板厚 

・8以上 ・ 

板幅 

・75以上 

板長さ 

   900以上

　　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

　　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

　　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

    する

      品

塗装 間伐材等

の適用

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量    ※ 規制対象外 

現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　　）

　                  ※ウレタン樹脂ワニス塗り 　

　                  ・オイルステインの上、ワックス塗り

　                  ・生地のままワックス塗り

                ・行わない

種別　・A種　　・B種　　・C種　

　　　　　　　 ・D種（畳床：・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N） 

下地の種類　 　・標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

             　・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン    ） 　　　　　　

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない

[6.12.2]

[6.11.2～7]

[6.10.2～3]

せっこうボード等の下地は図示による。

遮音シール材　　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・ 

合板類の張付け　　※B種 ・A種　

その

ﾁｯｸ

ﾌﾟﾗｽ

繊維

・ 不燃・ 準不燃

防火種別
無機質

・ 不燃・ 準不燃

・ 不燃・ 準不燃

・ 不燃・ 準不燃

他

モルタル塗り

吸水調整材は、改修工事標準仕様書表4.2.2による。 

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）

　　　　　　　　　　　形状（※図示　・　　　　　） 　

　　　　　　・設けない 

床目地　　　・設ける（工法※押し目地　・　　　　　　）

　　　　　　・設けない 

[6.15.3、6]

[6.14.2～3]

[6.13.2～3] タイル張り

伸縮調整目地の位置　床タイル　（※縦、横とも4m以内ごと　・図示　・　　　）

　　　　　　　　　　床タイル以外　　（・図示　・　　　）  

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り　 

　タイルの形状、寸法等 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

・接着剤による陶磁器質タイル張り

　タイルの形状、寸法等 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

内装壁タイル接着材張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・ 

種類　・せっこう系　・セメント系 

塗厚(mm)　・ 

セルフレベリング材

塗り

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・  

防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 

　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　） 

塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 

　※塗替え面積の30％　・図示　・ 

下地調整 

錆止め塗料塗りの種別

ひび割れ部

塗替え 新規

コンクリート面(DP以外)、

コンクリート面(DP)、

ＡＬＣパネル面

押出成形セメント板面

せっこうボード面及び

その他ボード面

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・行う

・行わない

  -

の補修

亜鉛めっき面

Ｃ種

Ｃ種EP-G

新規鉄鋼面

塗替え 

EP-G以外

新規鉄鋼面

塗替え 

Ｂ種

Ｂ種

Ｂ種

新規見え隠れ 

新規鉄鋼面見え掛り 

塗替え 

Ａ種

Ａ種

Ａ種

EP-G

EP-G以外

鉄鋼面

塗装面

新規見え隠れ 

新規鉄鋼面見え掛り 

塗替え 

塗料 工程

[7.3.2～3]

　[7.2.2～7]

[7.1.3]

[6.17.2～3]

[6.16.2～4]

木部屋外 

　　　　塗装の種類

木部屋内 

鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面

※B種　・ 

・クリヤラッカー塗り(CL) 

・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD) 

・耐候性塗料塗り(DP)

・つや有合成樹脂

  エマルションペイント

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

※B種

鉄鋼面 上塗り等級（　　）級 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面等

屋内の木部 

屋内の鉄鋼面 

屋内の亜鉛めっき鋼面 

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

・ラッカーエナメル塗り(LE) 

・オイルステイン塗り(OS)         － 

・木材保護塗料塗り(WP)

     － ・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具） 

※B種　・ 

※B種　・ 

※A種　・ 

※B種　・ 

※B種　・A種

※B種　・A種

     　－ 

※B種　・A種

A種

A種

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

※B種　・ 

　　　　　 塗装面

                (EP-G)

        （鋼製建具以外）

・A種 

※B種

・A種 

※B種

※B種

※B種

・A種 

・A種 

・A種 

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

              ｾﾒﾝﾄ板面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形

       上塗り等級（　　）級 

亜鉛めっき鋼面 

　 塗替え 　　　新規

　　　　　　工程

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め 　

  ※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・ 

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 　

  ※改修標準仕様書表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・ 

・高日射反射塗料塗り 

  下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種 

工程
塗料その他 塗付け量

規格番号
（kg/㎡)

規格名称 種類 等級

塗料塗り JISK5675

耐侯性

屋根用塗料 ２種

・１級

・２級

・３級

塗料製造所の仕様による

・ ガス圧接   ・ 機械式継手　　・ 溶接継手

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

ＲＡ種 

ＲＡ種 

ＲＣ種 

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

ＲＡ種 

ＲＡ種 

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

・合成樹脂調合ペイント塗り

  塗料の種別 

    ※1種　・2種 

　(SOP) 

網目の形状、寸法、鉄線の径 (㎜)

                ボード

                   ボード

記号

JIS

・ 9　　・ 12　 ・ 15　 ・ 18  

・ インシュレーション

厚さ(mm)、規格等

 ・ 6　・ 8  

 12.5 (不燃)     

タイプ 2（無石綿）

(不燃)

9.5

12.5 （不燃）

 9.5 (不燃) 化粧無（下地張り用）

・ 無研磨板     　　・ 研磨板

12.5 （不燃）幅 440mm 程度

・ 硬質木片セメント板

・ 普通木片セメント板

・ 硬質木毛セメント板

・ 普通木毛セメント板

種　　類

パーティクルボード

ファイバーボード

・ 普通合板

（木目）

・ せっこうボード

・ ミディアムデンシティ

・ シージングせっこう

・ 不燃積層せっこうボード

・ 化粧せっこうボード

・ 単板張り

・ メラミン樹脂化粧板

・ 強化せっこうボード

・ せっこうラスボード

・ ロックウール化粧吸音板

・ けい酸カルシウム板

・ ハードボード（素地）

フローリング張り

合成樹脂塗床

畳敷き

せっこうボード

その他のボード

及び合板張り

(不燃)

壁紙の種類

施工箇所

紙
備考

壁紙張り

18

19

20

21

23

3

2

1

25

24 4

Ｇ

Ｇ

                 １号32K

                 １号

・ グラスウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ

・ ロックウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ

7

6

主な用途に 形状

(mm)

役物

適用

再生色

備考

施工箇所

よる区分 寸法

ぐすり

材の

よる区分 害性

標
　
準

施
ゆ
う

無
ゆ
う

特
　
注

Ⅰ
　
類

Ⅱ
　
類

Ⅲ
　
類

主な用途に 形状

(mm)

役物

適用

再生色

備考

施工箇所

よる区分 寸法

ぐすり

材の

よる区分 害性

標
　
準

施
ゆ
う

無
ゆ
う

特
　
注

Ⅰ
　
類

Ⅱ
　
類

Ⅲ
　
類

鉄筋の定着の方法

及び長さ

鉄筋の継手

溶接金網

鉄筋の種類

＜鉄筋＞

種別

8

耐凍うわ吸水率に

耐凍うわ吸水率に

材料

下地調整

錆止め塗料塗り

下地面の種類

モルタル、プラスター面

木部

下地調整の種別

鉄鋼面

亜鉛めっき面

亜鉛めっき面（鋼製建具）

形状等

[8.2.1]

 [8.2.2]

 [8.3.4][8.3.2～8.4.3]

種　類

・ 溶接金網

・ 鉄筋格子

種類の記号 使 用 部 位

部位

柱、梁の主筋

耐力壁の鉄筋

その他の鉄筋

（　　　　　）

継手方法

耐力壁の重ね継手の長さ

・ 図示による（　　　　　）

継手位置図

・ 図示による（　　　　　）

鉄筋の定着方法

・ 図示による（　　　　　）

鉄筋の定着長さ

・ 図示による（　　　　　）

[8.3.4]



H26a028-DWG ｓｔ

(2014) H26 年 07 月

―A 06
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



H26a028-DWG ｓｔ

(2014) H26 年 07 月

―A 07
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



―A 08
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh

(2014) H26 年 07 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

展開指示

―A 09
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月



―A 10
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月



―A 11
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月



―A 12
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月



―A 13
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG ｓｔ

(2014) H26 年 07月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



―A 14
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG ｓｔ

(2014) H26 年 07 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



―A 15
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh

(2014) H26 年 07 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

展開指示



―A 16
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh

(2014) H26 年 07月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

展開指示



―A 17
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07 月



―A 18
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07 月



―A 19
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07 月



―A 20
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh

(2014) H26 年 07 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



―A 21
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG st

(2014) H26 年 07 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



―A 22
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG st一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月



―A 23
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG st

(2014) H26 年 07 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社





―S 02
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a001-DWG kh

(2014) H26 年 06 月

一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社



―S 03
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG st一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月



―S 04
一級建築士　第 242755 号     矢 野　孝 義三重県松阪市伊勢寺町590-4 一級建築士事務所 三重県知事登録 第1-1287号

H26a028-DWG kh一級建築士　第 90981 号     　谷 川　精 一

設計者

管理建築士･設計者

総合設計
株式

会社

(2014) H26 年 07月
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